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今後の取り組みとして、作成したゾーニングマップを基に
行政として再生可能エネルギーの導入を積極的に進め
る地域『促進区域』を設定します。

 『促進区域』を設定することで、地域脱炭素の実現と地域
の経済及び社会の持続的発展・地域の環境保全の同時
達成を目指します。

ゾーニングマップにおける
作成領域

地球温暖化対策実行計画
・まちづくり関連計画の検討領域

促進区域の
設定

出典：地域脱炭素のための促進区域設定等に
向けたハンドブック(第4版) (R6.4環境省)
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 『促進区域』は温対法第２条第６項に示す「地域脱炭素化促進事業の対象となる区域」を指します。

 和泊町では再生可能エネルギーの導入により、地域経済への貢献や地域社会の持続的発展、環境保全の取り組みに貢
献する地域の検討を進めています。

『地域脱炭素化促進事業』 （温対法第２条第６項）

▲地域脱炭素化促進事業のイメージ

再エネ事業と地域課題解決への取り組みが
同時に進めることができるエリアを『促進区域』として設定

再エネを利用した地域の脱炭素化のための施設（「地域脱炭素化促進施設」）の整備及びその他の「地域の脱炭素化のための取組」を一体的に
行う事業であって、「地域の環境の保全のための取組」及び「地域の経済及び社会の持続的発展に資する取組」を併せて行うもの

和泊町では

出典：地域脱炭素のための促進区域設定等に向けたハンドブック(第4版) (R6.4環境省)
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脱炭素化促進事業の実践地（促進区域）の考え方
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A B

C D

「再エネ事業と地域課題解決への取り組み
を同時に進めることができるエリア」

を『促進区域』として選定する必要がある

地域としての将来的な発展
のイメージを作る必要がある

C

地域脱炭素化促進事業としての検討案

地域の環境保全のための取組

D 地域の経済及び社会の持続的発展に資する取組

 再生可能エネルギーの導入地以外のエリアの自然環境を再生し、島全体の環境の質を向上させ、地域の魅力向上を図る。
（鳥獣保護区の森林整備等、ネイチャーポジティブに資する取組）

 騒音や反射光等の影響の少ない製品の活用。（地域住民の生活空間の保全）

 農業用水の汲み上げ等への電力に再エネを活用し、農業コストの引き下げによる生産額向上。
スマート農業と再エネの連携による農業分野の生産性向上。（地域経済の発展）

 EV充電施設に再エネを活用し、公共交通分野のコスト削減。

開発エリアと
環境の質向上エリアの明確化

 再エネ活用事例（地域の仕事、社会的な役割
等）の環境教育を行い、将来的な地域の担い
手確保（社会の持続的発展）
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沖永良部島の将来像（第6次和泊町振興計画）
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 地域住民が１０年後の沖永良部島に望むことに対し、再生可能エネルギーを活用した地域振興に関連性のあるキーワード
を抽出した結果、『エネルギーの自給自足』、『災害に強いまちづくり』、『強い農林水産業』、『自然の豊かさ・自然の保全』
等が挙げられます。

◉ 災害に強いまちづくり
◉ 自然の豊かさ・自然の保全
◉ 観光振興（観光スポットの充実）
◉ 公共交通の利便性向上
◉ エネルギーの自給自足
◉ 若手の雇用の創出・安定的な収入
◉ 空き家・空き店舗の有効利用
◉ 花と緑のまちづくり
◉ 農林水産業のブランド力向上
◉ 強い農林水産業
◉ 守るべき農地の明確化

・災害時のレジリエンス向上
・自然観光と再生可能エネルギーの共生
・空き地（耕作放棄地）の有効利用
・農業の生産性向上
⇒(副次的効果)新たな雇用の創出

■第6次和泊町振興計画より
地域発展に関するキーワード

■再生可能エネルギー導入における
地域の経済及び社会の持続的発展の視点

▲第6次和泊町振興計画 町民が10年後の沖永良部島に望むこと 出典：第6次和泊町振興計画(和泊町)
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沖永良部島の将来課題
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 少子高齢化等の人口減少により、地域の主産業である農業分野の担い手が不足し、未利用地が将来的に増加する可能
性があり、より少ない人員で現在の生産基盤を維持していく必要があります。

 再生可能エネルギーを活用することで農業分野の生産性向上等に寄与できないか今後検討を進めていきます。

地域計画の区域の状況の一例（玉城）

地域計画の区域の状況の一例（永嶺）

少子高齢化による人口減少に伴い、主要産業である農業分野
の担い手が不足し、将来的に未利用地となる可能性がある。

▲和泊町 将来人口の推移（第6次和泊町振興計画）

より少ない人員で現在の生産基盤を維持する必要がある。
再エネの活用で農業分野の生産性向上等に寄与できないか

地区の約19％の農地が担い手不足

地区の約17％の農地が担い手不足

出典：第6次和泊町振興計画(和泊町)

出典：地域農業経営基盤強化促進計画(案)〔地域計画(案)〕」 (和泊町)
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再生可能エネルギー導入の課題

7-6

 和泊町において、再生可能エネルギーの導入や促進区域の設定を進める中で下記の課題を克服していく必要があります。

 今後地域住民の皆様や関係者と協議を進めつつ、具体的な導入検討を進めてまいります。

カテゴリー 対象となる再エネ 課題概要

法規制関連

地上型太陽光
・陸上風力

【鹿児島県 促進区域の設定に関する環境配慮基準（県基準）】
・県基準において、太陽光発電・陸上風力発電における『促進区域に含めることが適切でないと認められる区域』に『農用地区域内
農地』が指定されており、農用地区域がほぼ全域に設定されている沖永良部島においては、促進区域として設定することが困難と
なっている。

地上型太陽光
・陸上風力

【農地法・農業振興地域の整備に関する法律】
・地上型太陽光及び陸上風力を農地に設置する場合は、農地転用を行う必要がある。ただし、沖永良部島がほぼ全域が農用地区
域に設定されていることや土地改良事業や畑地かんがい整備事業を広域に実施等から、農地転用を行える土地が少なく、導入適
地が少ない。

陸上風力
【鹿児島県風力発電施設の建設等に関する景観形成ガイドライン】
・1MW以上の風力発電施設は、県ガイドライン基準を満たす必要があり、「主要な眺望点」や「地域固有の景観」等に該当し得るもの
全て現地調査を行う必要がある。沖永良部島は平坦地形であり、調査対象が膨大となる可能性があり、事業者負担が大きい。

再エネ技術面

水上型太陽光
・陸上風力

【風条件（基準風速、極値風速）】
（風力発電）・風車設計の際の風条件（極値風速）が標準クラス以上のもの「クラスS」を求められる可能性があり、現在流通している

耐風速クラスSの風力発電施設がほぼ存在しない。
（水上型太陽光）・基準風速が高く、必要な設備（アンカーやフロート）の数量が多くなり、事業採算性（コスト）が伴わない。

全て施設 ・沖永良部が全域塩害地域に設定されており、塩害仕様の製品が必要

土地利用 営農型太陽光
・耕作面積が最も多く、農業産出額の大きいサトウキビは、光飽和点が存在せず、太陽光を受けるほど成長する。太陽光下で農作
物を栽培する営農型太陽光では、太陽光パネルがサトウキビの成長に影響する。

電気利用 営農型太陽光
・沖永良部島で現在使用している農業機械（トラクタ等）の規格相当の電気農業機械（電動トラクタ等）がなく、コストや駆動可能時間、
馬力等で導入が困難。

電気事業
売電

を伴う施設

・離島ユニバーサルサービス調整単価が設けられており、離島平均燃料価格が離島基準燃料価格（託送料金の前提となる原油換
算燃料価格）から変動した場合、その変動分に応じて託送料金を調整した単価となるため、通常の売電価格から離島ユニバーサ
ルサービスを差し引いた金額となるため、新規の再エネ事業者が参入しにくい環境となっている。
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再生可能エネルギー導入の課題（県基準との整合性）
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・太陽光発電施設及び陸上風力発電施設において、促進区域に
含めることが適切でないと認められる区域（保全エリア）に『農用
地区域内農地』が指定されている。

出典：鹿児島県地球温暖化対策実行計画
別冊１ 促進区域の設定に関する環境配慮基準（R5.3鹿児島県）

出典：地域脱炭素のための促進区域設定等に向けたハンドブック(第4版) (R6.4環境省)より加工

除外事項に
『農用地区域』が含まれる

▲沖永良部島における農用地区域指定図

■鹿児島県基準における促進区域の設定に関する環境配慮基準

・沖永良部地域では、土地の約８割が『農用地区域』に指定され
ており、市街地や森林部（保安林等）以外の地域はほぼ『農用
地区域』となっている。
・県基準を考慮した本町のゾーニング基準を適用した場合、ほぼ
全域が保全エリアとなるため、脱炭素促進事業制度としての再
生可能エネルギー導入が困難となる。

■沖永良部島における『農用地区域』の指定状況
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再生可能エネルギー導入の課題（農地の取り扱い方法）

■沖永良部島（和泊町）における農業面での課題

・既存農地を農家間で取り合っている状況であるため、現状
農地が不足している状況であり、再エネ設備導入等に割け
る土地が町農業委員会の中ではない認識である。
・農業分野での効率化（農地の集約化等）は進めているもの
の、土地の環境条件が異なることから、農家間の折り合い
が付きづらく、土地交換が進まない。
・農業分野の電化に興味のある農家は農業委員会では把握
していない。
（農地の集約化等の課題が解決に向かわなければ進まな
いと懸念）

■農地転用などの手続きについて
（町農業委員会・県農村振興課より）

・土地改良事業や畑地かんがい整備事業を広域に実施して
おり、農用地区域外の農地であっても第１種農地となる可
能性が高く、農地転用が難しい。(一時転用手続きは可能）

出典：農業振興地域制度、農地転用許可制度等について(農林水産省)

農振白地地域

農用地区域

■促進区域設定に関する課題

・再エネ設置の際は、農振除外手続きを行った上で、農地転用できる土地が見つからな
い限り、土地の単独利用となる地上設置型太陽光や陸上風力発電の導入が困難。
・農用地区域がほぼ全域に設定されている沖永良部島では、農地の一時転用手続きに
よる営農型太陽光のみ制度上の導入が可能。

中抜きのような除外申請は不許可
（耕作放棄地として
設定されている場合も不可）

農振白地に面している地域等が
農振除外の候補となる。

7-8



７．促進区域設定について

再生可能エネルギー導入の課題（農用地区域における再生可能エネルギーの取り扱いについて）

農地における太陽光発電施設設置に関わる法規制等について下記の法令を基に整理
①農地法、②農業振興地域の整備に関する法律、③農山漁村再生可能エネルギー法

農振除外手続き後に
農地転用手続きが可能

対象用地に
「農地」が含まれる

対象地域は農用地区域
に指定されている

土地改良事業対象外
もしくは土地改良事業完了後、
翌年度から８年以上経過している

YES

NO

対象農地が
第１種農地である

NO

NO

農地関係法令
の適用外

対象農地が
第2種農地である

対象農地が
荒廃農地として
評価されている

YES

NO

NO

対象地域は農振除外
可能地域であるか？

（農振白地地域に隣接している等）

YES

YES

NO

対象地域は農業振興地域
に指定されている

YES

NO

農地転用（農振除外手続き）が不可
地上型太陽光・風力発電設置不可

YES

NO

営農の適切な継続が可能か？
・効率的な農業機械等の利用
・農作物の生育に適した日射量
・地域計画の区域内の農地の
利用集積等に支障ないか

栽培品目は、太陽光下での
生育に問題ないか？

一時転用手続き後に
営農型太陽光の設置が可能

地上型太陽光・風力発電 設置可能エリア 営農型太陽光 設置可能エリア

YES

YES

関係者への事前相談
は済んでいるのか？

YES

YES

YES

再エネ
設置不可

NO

NO

NO
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再生可能エネルギー導入の課題（景観資源に関する取り扱い）

■「鹿児島県風力発電施設の
建設等に関する
景観形成ガイドライン」の概要

・鹿児島県内における風力発電施
設（1,000kW）以上の施設を対象に
ガイドラインに示す基準を遵守す
る必要がある（風力発電施設の建
設による景観への影響予測を行う
必要がある）。
・「主要な眺望点」や「地域固有の景
観」等については、該当し得るも
の全てについて現地調査を行う必
要がある。

■沖永良部島（和泊町）
における景観課題
・沖永良部島が平坦地形であり、
1,000kWクラスの風力発電施設を
建設した際に、島内全域において、
最低1地点以上の主要な眺望点
から風車が視認される。
⇒風力発電の建設により景観へ及
ぼす影響が存在する評価となる。

■風力発電施設導入に関する課題
・景観課題により事業者の風力導
入検討段階で除外対象に挙がる
可能性が高く、促進区域設定時に
景観配慮基準を明確にする必要
がある。
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再生可能エネルギー導入の課題（風条件・塩害基準）

𝑉𝑒𝑓 = 𝐸𝑡𝑉 ∙ 𝐸𝑝𝑉 ∙ 𝑉0 

■基準風速（建築基準法）
・基準風速はその地方における過去の台風の記録(最大風速)に基づき、50年に一度の大型台風を
想定し30～46m/秒までの範囲内において国土交通大臣が定める風速。
・沖永良部島の基準風速は「建設省告示第1454号」より46m/sであり、全国比較した上で最も風の
強い地域。
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▲基準風速の範囲図

■極値風速
・風車を建設する際、国際規格（IEC61400-1）において、風車規格の風条件として極値風速（10分間
平均風速の再現期間50年の極値）が定義されている。
・極値風速が50m/s以上の地点では耐風速クラスSが要求されており、沖永良部では、基準風速が
高いため、クラスSとなる可能性が高い。

Vef：極値風速 

EtV：シミュレーション結果に算定される係数 

EpV：地表面粗度区分における係数 

V0  ：基準風速 

▼塩害地域基準

■塩害地域
・沖永良部は全域が塩害地域となっており、施設導入にあたっては、塩害地域を考慮した製品導入
が必要。

■風力発電導入に関する課題

■太陽光発電導入に関する課題

・耐風速クラスSに対応した風力発電施設がほとんど存
在していない。
・導入時には、塩害地域を考慮した製品が必要。

・水上型太陽光について、基準風速が高
いことにより、アンカー設置本数やフ
ロートの数量が増加し、事業費増となる。
（事業採算性を伴わない施設導入）
・導入時には、塩害地域を考慮した製品
が必要。


